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令和 2年南アルプス市議会 第 2回定例会（6月） 

 提出案件説明資料 
 

 

第２回定例会に提出する案件は、条例案５件、予算案２件、契約案１件、財産の譲

渡案１件、財産の取得案１件、市道路線に関する案２件、同意案１件、合わせて 13 件

です。 

 

１．条例案 ５件 

議案第 51 号 南アルプス市国民健康保険税条例の一部改正について 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減が見込まれる被保険者の国民健康

保険税の一部を減額、又は免除するため、本条例の一部を改正するものです。 

 

議案第 52 号 南アルプス市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給につい

て、山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例の施行に伴い、本条例の一部を改正するものです。 

 

議案第 53 号 南アルプス市環境基本条例の一部改正について 

本則庶務の規定中、「総合政策部」を「市民部」に改正する必要があるため、本条例

の一部を改正するものです。 

 

議案第 54 号 南アルプス市介護保険条例の一部改正について 

介護保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、低所得者の介護保険料の

軽減について改正を行う必要があるため、本条例の一部を改正するものです。 

 

議案第 55 号 南アルプス市芦安都市・農村交流センター条例の廃止について 

当施設の用途を廃止するため、本条例を廃止するものです。 

 

 

２．予算案 ２件 

 補正予算案は、南アルプス市一般会計、及び介護保険特別会計の、合わせて 2会計

です。 

議案第 56 号 令和２年度南アルプス市一般会計補正予算（第３号） 

補正額を 107,931,000 円の増額とし、歳入歳出予算の総額を 37,832,464,000 円と

します。 
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歳出の主な事業 

（１）「安全でみどり豊かな人がつながるまちの形成」 

○コミュニティ活動支援事業 1,600,000円 

上村
わぜむら

区
く

自治会が行う、鏡中條公民館へのエアコン設置に対しての助成金です。 

 

（２）「ともに生き支えあうまちの形成」 

○介護保険特別会計への繰出金 30,495,000円 

消費税及び地方消費税率の引き上げに合わせた、低所得者に対する介護保険料

の軽減等のための経費です。 

 

（３）「うるおいと活力のある快適なまちの形成」 

○南アルプスインターチェンジ周辺整備事業 5,282,000円 

南アルプスインターチェンジ周辺エリアにおける、土地活用の可能性について

の調査等を行う経費です。 

○南アルプス市産業立地事業費助成金交付事業 21,000,000円 

新たに取得した市内の土地に設備投資し、操業を開始した企業で、新規雇用者

の増加など助成要件を満たした企業一社への助成金です。 

 

以上、歳出予算の財源といたしましては、国・県支出金、繰入金、諸収入などを見

込んでおります。 

 

議案第 57 号 令和２年度南アルプス市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

補正額を 1,672,000円の増額とし、歳入歳出予算の総額を 6,308,433,000円としま

す。 

○低所得者への介護保険料軽減に伴う財源更正と、会計年度任用職員報酬等の経費

です。 

 

 

３．契約案 1件 

議案第 58 号 落合小学校校舎大規模改造工事（建築主体工事）請負変更契約の締結

について 

壁などの解体・撤去工事に伴い、昭和 58 年建設時の施工不良箇所が判明したこと

から、今後の円滑な工事進捗を図るため、23,969,000円を増額し、360,349,000円で

変更契約を行うもので、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例第 2条の規定により、議会の議決を

求めるものです。 
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４．財産の譲渡案１件 

議案第 59 号 財産の譲渡について 

民間への有償売却の手続を進めている「みどりの郷くつさわ」の一部の不動産につ

いて、不動産鑑定額以下で譲渡するため、地方自治法 96 条第 1 項第 6 号の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。 

 

 

５．財産の取得案１件 

議案第 60 号 財産の取得について 

ＪＲ東海が整備するリニア中央新幹線の計画路線に関わる甲西市民総合グラウン

ドの移転整備に伴い、8,929．23 平方メートルの土地を、予定価格 177,097,321 円で

取得するため、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分の範囲を定める条例第 3条の規定により、議会の議決を求めるも

のです。 

 

 

６．市道路線に関する案２件 

議案第 61 号 市道路線の認定について 

開発行為により寄附された三路線を市道認定するものです。 

 

議案第 62 号 市道路線の変更について 

路線の見直しによる一路線の市道を変更するものです。 

 

 

７．同意案１件 

同意案第 5 号について 

高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会条例に基づく委員の選任について、議

会の同意を求めるものです。 

 

以上 


